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 橿原市では、リサイクル館かしはら長期包括運営委託事業ならびにクリーンセンターか

しはら長期包括運営委託事業に関し、総合評価一般競争入札による事業者の選定について

非価格要素及び価格要素を総合的かつ客観的に評価し事業者を選定するため、学識経験者

等により構成される橿原市一般廃棄物処理施設長期包括運営委託事業者選定委員会（以下、

「選定委員会」という。）が設置されました。 

 

 選定委員会は、平成 25 年 6 月 28 日に第 1 回を開催し、以降計 5 回の選定委員会を開催

してまいりました。この中で入札説明書等の募集要項等について審議を重ねるとともに、

入札参加者の技術提案書等の内容について厳正かつ公平な審査を行いました。 

 この度、この審査に基づいて事業者を選定しましたので、選定委員会におけるこれまで

の審査の過程とあわせて報告します。 
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１．事業概要 

 

 （１）事業名称  

リサイクル館かしはら長期包括運営委託事業 

 （２）事業場所 

    橿原市東竹田町地内 

 （３）事業内容 

    リサイクル館かしはらの運営維持管理業務(10 年間) 

 （４）事業期間 

    事業契約締結日から平成 36 年 3 月 31 日まで 

 （５）運営期間 

    平成 26 年 4 月 1 日から平成 36 年 3 月 31 日まで 

（６）事業概要 

本事業は、リサイクル館かしはら（破砕・再資源化施設及び啓発設備）の運営維

持管理業務等を実施する事業者として選定された単体企業又は応募グループによ

って設立された特別目的会社（本事業を実施することのみを目的として設立された

会社）に、市が収集する不燃、粗大、資源ごみ、有害ごみ、市及び市民が直接搬入

する不燃、粗大、資源ごみ、有害ごみ、並びに事業活動に伴う一般廃棄物のうち直

接搬入される可燃性粗大ごみ、他市から処理の依頼を受けて市が搬入を認めた不燃、

粗大、資源ごみ、有害ごみ等の処理を行うため、本施設の運転、電気・電信、上水

道、ガス、燃料及び薬剤等の調達・管理、日常点検、定期点検、部品等の調達、補

修（機器単体の修繕及び定期修繕）等を委託するものである。  

リサイクル館かしはらは、平成 13 年 2 月に供用開始されて以降、12 年を経過し

ており、現在まで施設の基本性能を発揮し、安全に稼動している施設である。 

本事業は平成 26 年 4 月から平成 36 年 3 月までの 10 年間にわたり、リサイク

ル館かしはらの運営維持管理業務を委託する事業である。 
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２．審査方法等 

 

 （１）審査及び落札者決定までの流れ 

　・　募集要項（第一部）の公表

　・　質疑回答

　・　募集要項（第二部）の配布

　・　視察等を踏まえた質疑回答

　・　募集要項の改訂内容の通知（必要に応じて）

無効

入
札
手
続

無効
提出書類不備

提出書類の確認

提案書類

資
格
確
認
手
続

資格要件不備

予定価格超過

非価格要素審査 価格審査

総合評価方式による総合評価点の算定

落札者の決定

入札価格の確認

欠格

入札書類の提出

本件施設の視察

対話の実施

入札公告

資格確認申請書類の提出

参加資格確認

入札書
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（２）審査体制 

    選定委員会は、入札参加者の中から事業者を選定するため、総合的に審査を行っ

た。 

    選定委員会は、学識経験者等で構成し、総合的・専門的見地から中立的かつ客観

的に提案内容を評価した。 

     

区分 氏名 所属・役職等 

会  長 寺嶋 均 一般社団法人 廃棄物処理施設技術管理協会 会長 

副 会 長 荒井 喜久雄 公益社団法人 全国都市清掃会議 技術部長 

職務代理 市川 陽一 龍谷大学 理工学部環境ソリューション工学科 教授 

委  員 北浦 一郎 弁護士法人 トラスト＆サービス 弁護士 

委  員 岡崎 益光 副市長 

委  員 森田 泰造 生活環境部長 

 

 

（３）総合評価の方法 

予定価格を超過していない入札参加者について、「非価格要素点」と「価格点」の

合計によって「総合評価点」を算出し、総合評価点が最も高い者を、落札者とする。 

 

総合評価点 ＝非価格要素点＋価格点  

 

総合評価点は 100 点を満点とする。 

非価格要素点と価格点の比率は、70：30 とする。 
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（４）非価格要素（技術提案書・事業計画書等）の審査 

   入札参加者より提出された技術提案書・事業計画書等を審査し、入札参加者による

技術提案に係るプレゼンテーション及びヒアリングを実施して非価格要素の審査を行

う。 

   非価格要素点の評価項目と配点は以下のとおりである。 

評価項目 評価の視点 配点 

・ 代表企業の役割 

・ 構成企業、協力会社の役割分担 
3 

業務実施体制 ・ 所長の役割 

・ 法定有資格者の配置 

・ 運営人員体制 

5 
8 

・ 運転計画における配慮事項 

・ セルフモニタリング計画 
5 

・ 施設管理基準等・資源物の保証値と保証の実現に向けた

工夫等 
7 

運転管理業務 
にかかる計画 

・ 用役使用量（電気・ガス・水・燃料・薬剤等）の考え方 3 

15 

維持管理業務 
にかかる計画 

・ 維持補修計画（法定点検費、補修費、更新費、消耗品費）

の適切性 
15 15 

・ 施設の安全対策の考え方 3 
・ 運営期間（通常時）の安全対策 

・ 運営期間（非常時）の安全対策 

・ プラントの事故対応の考え方 

3 リスクへの 
対応能力 

・ 労働安全衛生の考え方 

・ 作業環境 
3 

9 

・ SPC のキャッシュフロー計画 
・ SPC のリスクヘッジ方策 3 

・ 人件費の考え方 2 

・ 用役費の考え方 1 

・ 補修費（法定点検費、補修費、更新費、消耗品費）の考

え方 2 

財政的な 
安定性 

・ 付保する保険 2 

10 

低炭素社会形成
に 

向けた貢献 

・ 所内消費電力（kWh/ごみ t） 
・ ガス・燃料使用量（L/ごみ t） 
・ 水使用量（m3/ごみ t） 
・ 主要薬剤の使用量（kg/ごみ t） 
・ その他、低炭素社会へ向けた工夫 

3 3 

地域への配慮 
・ 市内雇用の計画 

・ 市内企業への発注計画 

・ 市民への対応 

5 5 

その他 
（本事業実施にあ

たっての創意工夫） 

・ 上記以外の要素 5 5 

合     計 70 
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Y

 ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ
 分界価格  B 円

債務負担行為額
A 円

予定価格
○ 円高品質化の

インセンティブ

低価格化の
インセンティブ

価　格（円）

価
格
点

（
点

）

30

27

X
0

   点数化方法については、選定委員会の合議により、評価の視点の配点ごとに次に示

す 5 段階により評価、点数化し、これを合計して算出する。 

 

 判断基準 評価点の算出方法 

A 高い効果が期待できる 配点×100 ％ 

B 効果が期待できる 配点× 75 ％ 

C 普通 配点× 50 ％ 

D やや不安な点がある 配点× 25 ％ 

E 不安がある 配点× 0 ％ 

 

 （５）価格審査 

   入札参加者が提出した入札価格について、以下の算式に基づいて価格点を算出する。 

 

A：債務負担行為額（円／税抜）   

B：ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ分界価格（円／税抜） 

X：入札価格（円／税抜）   

Y：価格点（点） 
 

① 0 ≦X ≦B のとき 

Y = (－3 / B) X + 30 

② B＜X のとき 

Y = (－27 / (A－B)) ( X－A) 

 
 
 

本件入札に係る設定値は以下のとおりとする。 

A =￥2,253,400,000  B =￥1,987,371,000 

① 0 ≦X ≦B のとき 

 Y ＝(－3 / 1,987,371,000) X + 30 

② B＜X のとき 

Y ＝(－27 / 266,029,000) ( X－2,253,400,000)  

 

 

（６）落札者の決定 

選定委員会は、総合評価点の最も高い入札参加者を落札者として選定する。 
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３．選定委員会の開催及び審査の経緯 

 

№ 項  目 日  程 

１ 第 1 回選定委員会(実施方針の確認) 平成 25 年 6 月 28 日 

２ 実施方針の公表 平成 25 年 7 月 3 日 

３  実施方針質疑受付 平成 25 年 7 月 3 日～7 月 10 日 

４ 実施方針質疑回答 平成 25 年 7 月 12 日 

５ 第 2 回選定委員会（公告書類の審査） 平成 25 年 7 月 18 日・19 日

６ 入札公告 平成 25 年 8 月 1 日 

７ 募集要項（第１部）の公表 平成 25 年 8 月 1 日 

８ 募集要項（第１部）質疑の受付 平成 25 年 8 月 1 日～8 月 16 日 

９ 募集要項（第１部）質疑に対する回答 平成 25 年 8 月 23 日 

10 参加資格確認申請書の受付 平成 25 年 8 月 26 日～8 月 30 日

11 参加資格確認結果の通知 平成 25 年 9 月 6 日 

12 募集要項（第２部）の配布 平成 25 年 9 月 6 日～9 月 13 日 

13 本件施設の視察及び参考資料の閲覧 平成 25 年 9 月 10 日～12 日 

14 視察等を踏まえた質疑の受付 平成 25 年 9 月 17 日～9 月 20 日

15 視察等を踏まえた質疑に対する回答 平成 25 年 9 月 27 日 

16 募集要項の改訂内容の通知 平成 25 年 9 月 27 日 

17 対話の実施 平成 25 年 10 月 3 日 

18 提案書類（技術提案書・事業計画書等）の提出 平成 25 年 10 月 21 日 

19 第 3 回選定委員会（提案書類の確認） 平成 25 年 11 月 6 日 

20 第 4 回選定委員会（非価格要素審査の実施） 平成 25 年 11 月 18 日 

21 入札書の提出・開札 平成 25 年 11 月 19 日 

22 第 5 回選定委員会（価格審査・総合評価の実施） 平成 25 年 11 月 27 日 

23 落札者の決定 平成 25 年 11 月 27 日 
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４．審査結果 

 

 （１）入札参加資格審査 

   市は、本事業の入札参加を希望する 3 グループについて、入札説明書に示す参加資

格を有しているか否かの確認を行ったところ、3 グループとも参加資格を有している

ことが確認されたため、この結果を当該 3 グループの代表企業に通知したうえで、基

本協定書(案)、事業契約書(案)を提示し、施設の視察（資料の閲覧・提供を含む）の機

会を提供した。 

   

応募クループ 代表企業 構成企業 

Ａグループ ㈱日本管財環境サービス 

・近畿工業㈱奈良支店 

・㈱崎山組 

・㈱若草商事 

Ｂグループ テスコ㈱  

Ｃグループ 
㈱ＩＨＩ環境エンジニアリ

ング  西日本事業所 
 

   

また、市は事業条件等に関する認識の齟齬を解消し、要求水準の確実な達成と入札

参加者の更なる創意工夫を引き出すことを目的として、当該 3 グループとの対話を実

施した。 

これらを経て、選定委員会は入札参加者より提出された提案書類（技術提案書・事

業計画書等）について、以下のとおり審査を行った。 

 

 （２）技術提案書のプレゼンテーション及びヒアリング 

   選定委員会で技術提案書を審査するにあたり、入札参加者による技術提案に関する

プレゼンテーションを実施し、併せて選定委員から事業者へヒアリング（質疑回答）

を行った。 
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 （３）非価格要素（技術提案書・事業計画書等）の審査 

   技術提案書・事業計画書等の内容、技術提案に関するプレゼンテーション、ヒアリ

ング結果等を踏まえ、厳正かつ公平に非価格要素について審査を行った。なお、審査

にあたっては企業名を伏せて審査を実施した。 

各評価項目の講評については以下のとおりであった。 

 

１ 評価の視点 
配

点
講  評 

①代表企業の役割 

②構成企業、協力企業の

役割分担 

３

円滑な事業推進に向け、各グループとも代表企業との一元

的な連絡体制が構築されており、市内企業の活用などの計

画となっていた。しかし、一般的な内容に留まり、積極的

な提案は見られなかった。 

③所長の役割 

④法定有資格者の配置 

業
務
実
施
体
制 

⑤運営人員体制 

５

各グループとも経験を有する SPC 所長及び運転責任者を

配置し、且つ複数の有資格者を配置するなど十分な体制を

評価した。一方で、C グループにおいては、人員配置に検

討の余地があった。 

 

２ 評価の視点 
配

点
講  評 

①運転計画における配慮

事項 

②セルフモニタリング計

画 

５

各グループとも、過去の稼働実績を基に、積極的な運転計

画についての提案を評価した。またセルフモニタリング計

画については、それぞれ独自の提案を評価した。 

③施設管理基準等・資源

物の保証値と保証の実

現に向けた工夫等 

７

本施設の施設管理基準よりさらに厳しい目標を定めるな

ど、各グループから独自の取組みについての提案があっ

た。資源物の保証値と保証の実現に向けた工夫についても

各グループとも高い目標が提案されており、これらを評価

した。 

運
転
管
理
業
務
に
か
か
る
計
画 ④用役使用量（電気・ガ

ス・水・燃料・薬剤等）

の考え方 

３

B グループから、用役使用量の削減について具体的で実効

性のある提案があった。A、C グループからは大きな前進

を伴う提案は見られなかった。 
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３ 評価の視点 
配

点
講  評 

維
持
管
理
業
務 

に
か
か
る
計
画 

維持補修計画（法定点検

費、補修費、更新費、消

耗品費）の適切性 

15

各グループとも、本施設の稼動実績に他施設での維持補

修実績から得られた知見を加味するなど独自の工夫を

凝らした提案があった。A、B グループからは本施設と

類似性の高い施設の維持補修実績に基づく具体的な提

案があった。 

 

 

４ 評価の視点 
配

点
講  評 

①施設の安全対策の考え

方 
３

各グループとも、対応マニュアルの作成、リスク発生原

因の究明と対策の考え方などが示されていた。なお、潜

在リスクに対する具体的な対応策の提案があったBグル

ープに一定の評価をした。 

②運営期間(通常時)の安

全対策 

③運営期間(非常時)の安

全対策 

④プラント事故対応の考

え方 

３

各グループとも施設全般にわたる安全対策が網羅され

ていた。B グループは、原因究明と再発防止策について

の具体的な提案があり、一定の評価をした。A、C グル

ープの提案は、現場経験に裏付けられた対策でこの点に

ついて評価した。一方で通常時の安全対策では積極的な

提案は見られなかった。 

⑥労働安全衛生の考え方

リ
ス
ク
へ
の
対
応
能
力 

⑦作業環境 

３

各グループとも、労働安全衛生について徹底した独自の

対策が講じられていた。また、作業環境についても本施

設の特性に応じた具体的な改善策が提示されており一

定の評価をした。 
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５ 評価の視点 
配

点
講  評 

①キャッシュフロー計画

②ＳＰＣのリスクヘッジ

方策 

３

各グループとも SPC では利益の配当を行わず内部留保

することで、年々手元資金の充実を図り、不測の事態に

備える提案があった。B、C グループについては、これ

に加えて、金融機関からの融資を受けられる仕組みを構

築する提案があり、これらを評価した。 

③人件費の考え方 ２

A、B グループからは、細分化された役職・職種別に人

件費単価が設定されている提案があり、これらを評価し

た。 

④用役費の考え方 １
過去の稼働実績を基に確実性のある計画を提案したCグ

ループに一定の評価をした。 

⑤補修費（法定点検費、

補修費、更新費、消耗

品費）の考え方 

２

各グループとも積算根拠の提示や事業計画書における

維持管理費の積算等、精度の高い査定がなされていた。

B・C グループからは充実した補修計画についての提案

があり、これらを評価した。 

財
政
的
な
安
定
性 

⑥付保する保険 ２

A グループについては要求水準に定める保険金額を大き

く超える保険が提案されており、充実した保険プログラ

ムとなっていた。B グループについては要求水準に定め

る内容に加え、独自に SPC の事業安定化に資する複数の

保険に加入する提案があり、これらを評価した。 

 

６ 評価の視点 
配

点
講  評 

①用役使用量 

 ・所内消費電力 

 ・ガス・燃料使用量 

 ・水使用量 

 ・主要薬剤の使用量 

低
炭
素
社
会
形
成 

に
向
け
た
貢
献 

②その他、低炭素社会へ

向けた工夫 

３

各グループとも大きな前進を伴う提案は見られなかっ

たが、B グループから二酸化炭素発生源分析と費用対効

果分析を踏まえた機器の更新計画についての有効な提

案があった。 
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７ 評価の視点 
配

点
講  評 

① 市内雇用計画、 

市内企業への発注計画
地
域
へ
の
配
慮 ②市民への対応 

５

市内雇用計画及び市内企業への発注計画については、各

グループともに積極的な提案がなされていた。また市民

への対応については、それぞれ周辺環境への配慮や市・

地元イベントへの積極的な参加が提案されており、一定

の評価をした。その他、内容は異なるが、地域防災の協

力、見学者に対する市観光 PR などの独自の提案を評価

した。 

 

 

８ 評価の視点 
配

点
講  評 

そ
の
他 

その他の提案 ５

各グループからは、水害対策、夏場の電力ピーク対策、

従業員に対する健康管理、地域に根ざした運営等の独自

の提案があり、これらを評価した。 
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 （４）非価格要素（技術提案書・事業計画書等）の審査結果 

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ

評価項目 評価の視点 
配

点
評

価

得 

点 

評 

価 

得 

点 

評

価 

得 

点 

・ 代表企業の役割 

・ 構成企業、協力会社の役割分担 
3 C 1.50 C 1.50 C 1.50 

業務実施体制 ・ 所長の役割 

・ 法定有資格者の配置 

・ 運営人員体制 

5 B 3.75 B 3.75 C 2.50 

・ 運転計画における配慮事項 

・ セルフモニタリング計画 
5 B 3.75 B 3.75 B 3.75 

・ 施設管理基準等・資源物の保証値

と保証の実現に向けた工夫等 
7 B 5.25 B 5.25 B 5.25 運転管理業務 

にかかる計画 

・ 用役使用量（電気・ガス・水・燃

料・薬剤等）の考え方 
3 C 1.50 B 2.25 C 1.50 

維持管理業務 

にかかる計画 

・ 維持補修計画（法定点検費、補修

費、更新費、消耗品費）の適切性
15 B 11.25 B 11.25 C 7.50 

・ 施設の安全対策の考え方 3 C 1.50 B 2.25 C 1.50 
・ 運営期間（通常時）の安全対策 

・ 運営期間（非常時）の安全対策 

・ プラントの事故対応の考え方 

3 C 1.50 B 2.25 C 1.50 リスクへの 

対応能力 

・ 労働安全衛生の考え方 

・ 作業環境 
3 B 2.25 B 2.25 B 2.25 

・ SPC のキャッシュフロー計画 
・ SPC のリスクヘッジ方策 3 C 1.50 B 2.25 B 2.25 

・ 人件費の考え方 2 B 1.50 B 1.50 C 1.00 

・ 用役費の考え方 1 C 0.50 C 0.50 Ｂ 0.75 

・ 補修費（法定点検費、補修費、更

新費、消耗品費）の考え方 2 C 1.00 B 1.50 B 1.50 

財政的な 

安定性 

・ 付保する保険 2 B 1.50 B 1.50 C 1.00 

低炭素社会 

形成に 

向けた貢献 

・ 所内消費電力（kWh/ごみ t） 
・ ガス・燃料使用量（L/ごみ t） 
・ 水使用量（m3/ごみ t） 
・ 主要薬剤の使用量（kg/ごみ t） 
・ その他、低炭素社会へ向けた工夫

3 C 1.50 B 2.25 C 1.50 

地域への配慮 

・ 市内雇用の計画 

・ 市内企業への発注計画 

・ 市民への対応 

5 B 3.75 B 3.75 B 3.75 

その他 

（本事業実施

にあたっての

創意工夫） 

・ 上記以外の要素 5 B 3.75 B 3.75 B 3.75 

合     計 70 47.25 51.50 42.75 
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 （５）価格審査結果 

   平成 25 年 11 月 19 日、橿原市の財産契約課において各入札参加者の代表企業立会

いのもとで開札を行い、入札により提示された金額が予定価格の範囲内であり、また

事業計画書と整合がとれていることを確認した。入札により提示された金額を、入札

説明書に示す落札者決定基準の算出方法で価格点を算出した結果、以下のとおりとな

った。 

 

グループ名 代表企業 入札金額(税抜) 価格点 

A グループ ㈱日本管財環境サービス 2,045,000,000 円 21.15 

B グループ テスコ㈱ 1,993,551,891 円 26.37 

C グループ 
㈱ＩＨＩ環境エンジニアリ

ング  西日本事業所 
2,050,000,000 円 20.64 

             ※表記の都合上、価格点については小数点以下第 3 位を四捨五入し、

小数点以下第 2 位までの表記としています。 

 

 （６）総合評価 

   非価格要素（技術提案書・事業計画書等）の審査結果の「非価格要素点」と価格審

査結果の「価格点」を合算して「総合評価点」を算出した結果、以下のとおりとなっ

た。 

 

グループ名 代表企業 
非価格 

要素点 
価格点 総合評価点 

A グループ ㈱日本管財環境サービス 47.25 21.15 68.40 

B グループ テスコ㈱ 51.50 26.37 77.87 

C グループ 
㈱ＩＨＩ環境エンジニア

リング  西日本事業所
42.75 20.64 63.39 

※表記の都合上、価格点・総合評価点については小数点以下第 3 位を四

捨五入し、小数点以下第 2 位までの表記としています。 
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５．総 評 

 

   

本事業は、稼動後 12 年を経過したリサイクル館かしはらの運営を平成 26 年度から

10 年間という長期にわたり包括的に委託する事業である。民間事業者の知見を最大限活

用することにより、これまで以上の適正な廃棄物の処理及び資源化、環境負荷の低減、

経済性の向上を目的に総合評価一般競争入札の方法により事業者の選定を行った。 

  最終的に 3 グループからの提案となったが、先進的で独自のノウハウや工夫を凝らし

た技術的知見が随所に盛り込まれており、市が定めた要求水準を上回る内容であった。 

  提案書の作成・提出に際しては、その内容が多岐にわたることから多大な時間と労力

が必要であったと考えられる。全グループに敬意を表するとともに深く感謝する。また

審査にあたっては、橿原市事務局から常に適切な資料等の提供があったことを付記する。 

  本選定委員会では、予め公表された落札者決定基準に則り、厳正かつ公平に審査を行

った結果、株式会社テスコを代表企業とするグループを落札者として選定した。 

  今後、長期間にわたり事業が実施されることとなるが、落札者には市の要求事項およ

び追加的提案事項について具現化を図り、確実な履行と安全で安心な施設運営をお願い

する。 

橿原市及び落札者は、本事業が市の環境行政の中で中核的な役割を担っている極めて

重要な事業であること、立地地域をはじめ多くの皆様の信頼で成り立つ事業であること

を鑑み、官民パートナーシップの本来の趣旨に基づき、事業の円滑な推進に努められる

ことを期待する。 


